








要約:大規模災害に際して、異常行動や身体条件のために障害児(者)は一般避難所での生

活が不可能な場合が多い。昨年度の報告書においては、その実情を報告するとともに障害

児(者)のための避難システムを確立しておくことの重要性を指摘した。さらに避難システ

ムに関しては、1)各種養護学校には、障害者のための様々な設備が設けられていること、

2)教職員も障害児のケアーに熟達していること、から養護学校を障害者専用避難施設とす

ることを提言した。今年度は、これらの研究結果を踏まえて、阪神・淡路大震災の経験を

生かした障害児教育諸学校の地震対応マニュアルを、神戸市立盲・養護学校校長会、神戸

市教育委員会指導第2課と協力して作成した。本マニュアルでは、盲・養護学校を障害者

専用避難施設として位置づけたので、研究者が直接関わった部分を中心にその概要を紹介

する。


